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(57)【要約】
【課題】ミリ波以上の周波数の電波を伝送する導波管に
おいて適切な可撓性と優れた伝送特性とを両立する。
【解決手段】長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向
に断面が同一形状を呈する線状の誘電体と、誘電体の外
周を覆う位置に配設され、可撓性を有する筒状により形
成された金属層５３とを有し、前記誘電体は、長手方向
に垂直な断面において内側に位置する第１の誘電体５１
と、長手方向に垂直な断面において第１の誘電体５１よ
り外側に位置し第１の誘電体５１よりも低い誘電率を備
える第２の誘電体５２と、を有し、第１の誘電体５１は
、長径と短径との比率が長手方向において一定となる断
面形状を有し、第２の誘電体５２は、第１の誘電体５１
と金属層５３との間に挟まれる領域に配設される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に断面が同一形状を呈する線状の誘電体と、
　前記誘電体の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有する筒状により形成された金属層
と、
　を有し、
　前記誘電体は、長手方向に垂直な断面において内側に位置する第１の誘電体と、長手方
向に垂直な断面において前記第１の誘電体より外側に位置し前記第１の誘電体よりも低い
誘電率を備える第２の誘電体と、を有し、
　前記第１の誘電体は、長径と短径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有
し、
　前記第２の誘電体は、前記第１の誘電体と前記金属層との間に挟まれる領域に配設され
る
　ことを特徴とする導波管。
【請求項２】
　前記金属層は、前記第２の誘電体における外周面に対向する面である内周面において、
長手方向に周期的な構造を形成する
　ことを特徴とする請求項１に記載の導波管。
【請求項３】
　前記周期的な構造は、前記金属層における前記内周面において周方向の少なくとも一部
に形成された溝である
　ことを特徴とする請求項２に記載の導波管。
【請求項４】
　前記周期的な構造は、前記金属層における前記内周面において周方向の全周に亘って形
成された溝である
　ことを特徴とする請求項３に記載の導波管。
【請求項５】
　前記溝は、当該金属層における当該内周面と前記第２の誘電体における前記外周面との
間に隙間を形成する
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の導波管。
【請求項６】
　前記第２の誘電体は、前記第１の誘電体と前記金属層との間に挟まれる領域のうち、当
該第１の誘電体の外周部の全周に亘って配設される
　ことを特徴とする請求項１－５のいずれか１項に記載の導波管。
【請求項７】
　前記第２の誘電体は、前記第１の誘電体と前記金属層との間に挟まれる領域のうち、前
記第１の誘電体の外周部における前記長径方向に対応する領域と前記短径方向に対応する
領域とのいずれか一方の領域に相対的に多く配設される、または、当該いずれか一方の領
域にのみ配設される
　ことを特徴とする請求項１－５のいずれか１項に記載の導波管。
【請求項８】
　前記第１の誘電体は、前記第２の誘電体よりも高い誘電率を備える誘電性結晶と、空気
とを含んで形成される
　ことを特徴とする請求項１－７のいずれか１項に記載の導波管。
【請求項９】
　前記第２の誘電体は、少なくとも無極性の樹脂と、空気とを含んで形成される
　ことを特徴とする請求項１－８のいずれか１項に記載の導波管。
【請求項１０】
　前記第１の誘電体が３を超える比誘電率εｒ１を有し、前記第２の誘電体が２よりも小
さい比誘電率εｒ２を有し、かつ、前記第１の誘電体の長径をａ１、短径をｂ１とし、前
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記第２の誘電体の長径をａ２、短径をｂ２とするとき、
　前記比誘電率εｒ１、前記比誘電率εｒ２、前記長径ａ１および前記短径ｂ１、並びに
、前記長径ａ２および前記短径ｂ２の間には、
　{ａ１×√(εｒ１)＋(ａ２－ａ１)×√(εｒ２)}＞{ｂ１×√(εｒ１)＋(ｂ２－ｂ１)
×√(εｒ２)}
　の関係が成り立つ
　ことを特徴とする請求項１－９のいずれか１項に記載の導波管。
【請求項１１】
　前記無極性の樹脂は、４フッ化エチレン樹脂により構成される
　ことを特徴とする請求項９に記載の導波管。
【請求項１２】
　前記第１の誘電体は、前記４フッ化エチレン樹脂を含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の導波管。
【請求項１３】
　請求項１－１２のいずれか１項に記載の導波管を有する画像伝送装置であって、
　前記導波管は所定の画像信号を伝送する
　ことを特徴とする画像伝送装置。
【請求項１４】
　請求項１－１２のいずれか１項に記載の導波管を有する内視鏡であって、
　前記導波管は所定の画像信号を伝送する
　ことを特徴とする内視鏡。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の内視鏡と、
　前記導波管により伝送された所定の画像信号に対して所定の画像処理を施す画像処理部
と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波の電波信号伝送に利用する導波管、より詳しくはミリ波またはサブミ
リ波帯以上の電波伝送に適した導波管、導波管を有する画像伝送装置、導波管を有する内
視鏡および内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるＦＴＴＨ(Fiber To The Home）等の技術により、１Ｇｐｂｓを超える通
信速度を有する通信環境が一般の家庭にも浸透してきている。また、スマートフォン等の
高い処理能力を有する端末が広く普及し、利用可能な通信技術、および、情報処理の速度
、すなわち「ハード性能」が著しく向上してきている。
【０００３】
　また、いわゆるＦＨＤ（Full High Definition）を超える４Ｋ／８Ｋ画像に代表される
高精細／大容量映像の利用、インターネットを介した情報アクセスの拡大等により、個人
、または企業において利用可能な情報の質と量、すなわち「ソフト利用」についても飛躍
的に拡大している。
【０００４】
　これらは、近年とくに注目をあびているビックデータ解析、ディープラーニング（深層
学習）によるＡＩ(artificial intelligence；人工知能)の発展など、新しい手法・付加
価値の誕生にも大きく貢献している。
【０００５】
　このように、「ハード性能」の向上と「ソフト利用」の拡大とが両輪となって近年の技
術は著しく発展し、新しい付加価値が誕生している。その結果として、現時点の情報通信
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技術に求められる性能は、以前とは比べものにならないほど高いものになっている。そし
て、情報通信に必要な技術要素の中でも信号伝送線路に着目すると、この分野でも求めら
れる性能は著しく高くなっていることが判る。
【０００６】
　ここで、現在においては、“伝送距離が短く伝送速度の遅い領域においては電気インタ
ーコネクション（金属線による接続）が主に用いられる”、一方、“伝送距離が長く伝送
速度の速い領域では光インターコネクション（光通信、すなわち光ファイバによる接続）
が主に用いられる”といえる。
【０００７】
　すなわち、例えば、数メートル程度での電気インターコネクションは、その利用できる
限界が２．５Ｇｂｐｓ程度の伝送速度であり、これを超えると光インターコネクション（
光通信）が有力な手段となるといえる。
【０００８】
　このように、伝送距離が長く伝送速度の速い領域では光通信が有力な手段とされるが、
光通信には下記にあるような性能上の問題点が有ることが知られている。
【０００９】
　（１）信号伝送の信頼性に関わる問題点
　一般に通信用光ファイバは石英ガラスを主成分とする１本の線で構成されることから、
意図しない衝撃等の影響で信号伝送路である光ファイバが予期せず切断されることが起き
る虞がある。
【００１０】
　（２）線路同士の接続に関わる問題点
　通常の通信用光ファイバは、光の通る管（コア）の径が５０μｍ以下であり、線路同士
の接続には一般的な加工では実現し難い（数μｍオーダーの）位置決め精度が要求される
。この要求を緩和するために、接続部にレンズなど光学系を用いることもできるが、接続
部が大型化し、また、塵、汚れ等により通信性能が劣化する虞がある。
【００１１】
　なお、上記（１）おける問題点に関して電気インターコネクション（金属線による接続
）は、線路は一般に複数の細線を束ねて構成しており、切断される場合にも徐々に細線が
切れていくため、通信性能は徐々に劣化し、通信性能の劣化を知ることで事前に修理など
の対応をとることができる。
【００１２】
　同様に上記（２）における問題点に関して電気インターコネクションで用いられる接続
部では、線路同士の接続にせいぜい０．１ｍｍ程度の寸法精度を求められるに過ぎず、一
般的な加工精度で容易に必要な接続精度を得ることができる。
【００１３】
　また、接続は金属同士を擦り合わせることに実現され、この「擦り合わせ」により接続
部は安定してクリーニングされることから、塵、汚れ等による通信性能の劣化は多くの場
合問題とならない。
【００１４】
　すなわち、上記（１）、（２）における問題点の存在により、特に通信に高い信頼性が
求められる用途、または使用において線路同士の接続が求められる用途においては、光通
信は電気インターコネクションの代替にならないと考えられる。
【００１５】
　上述した事情を鑑みて本発明者等は、数センチメートル～５メートル程度以下の長さで
５Ｇｂｐｓ以上の通信速度を実現しうる方法として、また、リードワイヤによる信号伝送
方式の課題である伝送速度の限界を克服しつつ、光ファイバによる信号伝送方式の課題を
も克服する新しい信号伝送方式として導波路を利用する技術を特願２０１５－１３１９１
３号において提案した。
【００１６】
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　すなわち、電気基板程度の大きさから一般配線程度の長さの通信に適用できる、ミリ波
（サブミリ波を含む）以上の周波数を有する電波を伝送する可撓性導波管によれば、上述
した課題（信頼性の問題、接続に関わる問題）を克服しながら、電気インターコネクショ
ンでは実現が困難な数十Ｇｂｐｓオーダーの高速通信が可能な通信線路を実現することが
できる。
【００１７】
　ところで、一般に、ミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波数を有する電波を伝送する
導波管において、可撓性を実現することは困難とされる。一方で、斯様な可撓性を有する
導波管を実現する技術も知られている。
【００１８】
　たとえば特許第４７２４８４９号明細書（特許文献１）に記載される方法では、内部誘
電体に絶縁性の糸を用いることで導波管の可撓性を高めるとともに、その内部誘電体の糸
の種類を変えることで誘電率に分布を発生し伝送特性を安定させることを意図するもので
ある。
【００１９】
　また、特開平８－１９５６０５号公報（特許文献２）に記載する技術では、外部導体を
薄い導体を隙間無く貼り付けることで形成し、可撓性と伝送損失の低減とを併せて成し遂
げようとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特許第４７２４８４９号明細書
【特許文献２】特開平８－１９５６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、特許文献１（特許第４７２４８４９号明細書）に記載される技術では、
高い可撓性は実現しうるも、内部誘電体が糸の集合体であるために曲げたときの断面形状
が安定しないという問題を抱える。さらに特許文献１に記載された技術においては、そも
そも円形断面を有する導波管であるため、伝送する電波の伝送モードが安定しないことか
ら伝送損失量が安定しない。
【００２２】
　また特許文献１には、内部誘電体における前記糸の種類を変えることで誘電率に分布を
与えて伝送モードを安定しようという試みについても示されるが、素材が糸であるがため
に、そもそも高い誘電率を実現し難い。
【００２３】
　さらに、糸により誘電率の高い領域を形成しても導波管の内部でこの部位が移動して誘
電率の分布が安定せず、導波管の伝送損失を却って増大させるという問題点がある。加え
て、導波管内において局所的に誘電率の高い部位を設けることは容易でなく、製造性も悪
いと考えられる。
【００２４】
　一方、特許文献２（特開平８－１９５６０５号公報）に記載された技術においては、誘
電体の周りを金属導体から成るテープで包帯状に巻くために、金属層の内部表面には周期
的な凹凸が発生する。さらに、導波管を曲げると誘電体と金属導体との間に隙間が生じ、
その部分の金属層には皺ができてしまう虞がある。
【００２５】
　そして、この金属層の内部表面に発生する周期的な凹凸および皺は、導波管自体の伝送
損失を著しく増大させるという問題点も有する。
【００２６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ミリ波（サブミリ波を含む）以上の
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周波数の電波を伝送する導波管において適切な可撓性と優れた伝送特性とを両立する導波
管、導波管を有する画像伝送装置、導波管を有する内視鏡および内視鏡システムを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明の一態様の導波管は、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に断面が同一形
状を呈する線状の誘電体と、前記誘電体の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有する筒
状により形成された金属層と、を有し、前記誘電体は、長手方向に垂直な断面において内
側に位置する第１の誘電体と、長手方向に垂直な断面において前記第１の誘電体より外側
に位置し前記第１の誘電体よりも低い誘電率を備える第２の誘電体と、を有し、前記第１
の誘電体は、長径と短径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有し、前記第
２の誘電体は、前記第１の誘電体と前記金属層との間に挟まれる領域に配設される。
【００２８】
　本発明の一態様の画像伝送装置は、前記導波管を有する画像伝送装置であって、前記導
波管は、所定の画像信号を伝送する。
【００２９】
　本発明の一態様の内視鏡は、前記導波管を有する内視鏡であって、前記導波管は、所定
の画像信号を伝送する。
【００３０】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、前記内視鏡と、前記導波管により伝送された所定
の画像信号に対して所定の画像処理を施す画像処理部と、を具備する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、ミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波数の電波を伝送する導波管に
おいて適切な可撓性と優れた伝送特性とを両立する導波管、導波管を有する画像伝送装置
、導波管を有する内視鏡および内視鏡システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムの概
略構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構成を示すブロ
ック図である。
【図３】図３は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を示した要
部拡大斜視図である。
【図４】図４は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を一部断面
にて示した要部拡大斜視図である。
【図５】図５は、第１の実施の形態の可撓性導波管に係る構成を示した要部拡大斜視図で
ある。
【図６】図６は、第１の実施の形態の可撓性導波管における長手方向に垂直な方向の断面
を示した要部拡大断面図である。
【図７】図７は、第１の実施の形態に対応する第１比較例の導波管の構成を示した要部拡
大斜視図である。
【図８】図８は、第１の実施の形態に対応する第１比較例の導波管における長手方向に垂
直な方向の断面を示した要部拡大断面図である。
【図９】図９は、第１の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面を示した要
部断面図である。
【図１０】図１０は、第１の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面の位置
を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図１１】図１１は、第１の実施の形態に対応する第１比較例の導波管における長手方向
の縦断面を示した要部断面図である。
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【図１２】図１２は、第１の実施の形態に対応する第１比較例の導波管における長手方向
の縦断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図１３】図１３は、第１の実施の形態と第１比較例とにおける伝送損失量のシミュレー
ション結果を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断
面を示した要部断面図である。
【図１５】図１５は、第２の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面の位置
を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図１６】図１６は、本発明の第３の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断
面を示した要部断面図である。
【図１７】図１７は、第３の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面の位置
を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図１８】図１８は、第２の実施の形態に対応する第２比較例の導波管における長手方向
の縦断面を示した要部断面図である。
【図１９】図１９は、第２の実施の形態に対応する第２比較例の導波管における長手方向
の縦断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図２０】図２０は、第３の実施の形態に対応する第３比較例の導波管における長手方向
の縦断面を示した要部断面図である。
【図２１】図２１は、第３の実施の形態に対応する第３比較例の導波管における長手方向
の縦断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。
【図２２】図２２は、第１～第３の実施の形態における伝送損失量のシミュレーション結
果を示す図である。
【図２３】図２３は、第１～第３の実施の形態に対応する第１～第３比較例における伝送
損失量のシミュレーション結果を示す図である。
【図２４】図２４は、第２、第３の実施の形態の可撓性導波管において採用する外部導体
の一例を示した要部拡大正面図である。
【図２５】図２５は、第２、第３の実施の形態の可撓性導波管において採用する外部導体
の他の例を示した要部拡大正面図である。
【図２６】図２６は、本発明の第４の実施の形態の可撓性導波管における長手方向に垂直
な方向の断面を示した要部拡大断面図である。
【図２７】図２７は、本発明の第５の実施の形態の可撓性導波管における長手方向に垂直
な方向の断面を示した要部拡大断面図である。
【図２８】図２８は、第４の実施の形態における誘電体の誘電損失のシミュレーション結
果を第１比較例と比較して示す図である。
【図２９】図２９は、第５の実施の形態における誘電体の誘電損失のシミュレーション結
果を第１比較例と比較して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下に示す各実施形態は、各実施形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムを
例に説明するものとする。
【００３４】
　また、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記
載において、同一部分には同一の符号を付している。さらにまた、図面は、模式的なもの
であり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必
要がある。また、図面の相互間においても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれてい
る。
【００３５】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態の可撓性導波管を有する内視鏡システムの概略構成
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を示す斜視図であり、図２は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構
成を示すブロック図である。
【００３６】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、いわゆる上部消化管用の内視鏡システムであ
って、被検体Ｐの体腔内に先端部を挿入することによって被写体Ｐの体内画像を撮像し当
該被写体像の画像信号を出力する撮像部を備える内視鏡２と、内視鏡２における前記撮像
部から出力される画像信号に対して所定の画像処理を施す画像処理部を備えるとともに内
視鏡システム１全体の動作を統括的に制御するビデオプロセッサ３と、内視鏡２の先端か
ら出射するための照明光を発生する光源装置４と、ビデオプロセッサ３において画像処理
が施された画像を表示する表示装置５と、を主に備える。
【００３７】
　内視鏡２は、先端部に前記撮像部を備えると共に主として可撓性を有する細長形状部に
より構成される挿入部６と、挿入部６の基端側に接続され各種の操作信号の入力を受け付
ける操作部７と、操作部７から基端側に向けて延出されビデオプロセッサ３および光源装
置４と接続するユニバーサルコード８と、を備える。
【００３８】
　ここで内視鏡２は、挿入部６の先端部に配設した撮像部とビデオプロセッサ３における
画像処理部との間において、挿入部６における前記撮像部から当該挿入部６、前記操作部
７および前記ユニバーサルコード８のそれぞれ内部を経由してビデオプロセッサ３の画像
処理部に至るまで延設され、撮像部からの画像信号等の伝送するための信号伝送路を備え
る。
【００３９】
　そして、本実施形態に係る内視鏡システムにおいては、前記信号伝送路をミリ波または
サブミリ波（以下、場合により代表してミリ波と記載する）を通す導波路により構成され
ることを特徴とする（当該「導波路」については、後に詳述する）。
【００４０】
　図１に戻って、挿入部６は、最先端部に配設された、前記撮像部を構成する撮像素子２
２等を内蔵した先端硬性部１０と、当該先端硬性部１０の基端側に配設され、複数の湾曲
駒によって構成された湾曲自在な湾曲部９と、当該湾曲部９の基端側に接続され、可撓性
を有する長尺状の可撓管部と、を有する。
【００４１】
　また、図２に示すように、本実施形態において挿入部６の最先端に配設された先端硬性
部１０には、被検体像を入光する撮像光学系２１と、撮像光学系２１の後方に配設され、
被検体像を撮像して光電変換により所定の画像信号を出力する撮像素子２２等を含む撮像
ユニット２０と、が配設されている。
【００４２】
　前記撮像ユニット２０は、前記撮像光学系２１の結像位置に設けられ、撮像光学系２１
が集光した光を受光して電気信号に光電変換する前記撮像素子２２と、撮像素子２２の近
傍基端側に配設され、当該撮像素子２２を駆動すると共に撮像素子２２から出力された撮
像信号に所定の処理を施すドライバＩＣ２３と、ドライバＩＣ２３の基端側に設けられ、
導波路（可撓性導波管）５０（詳しくは後述する）を介して信号の送受信をするための送
受信アンテナ２７（詳しくは後述する）と、を有する。
【００４３】
　前記撮像素子２２は、本実施形態においては、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide 
Semiconductor）イメージセンサであって、かつ、いわゆるフルハイビジョン相当以上の
画素数である２００万画素以上の画素数を有するイメージセンサを採用する。
【００４４】
　前記ドライバＩＣ２３は、撮像素子２２が出力した電気信号に対してノイズ除去および
Ａ／Ｄ変換を行うアナログフロントエンド（ＡＦＥ）２４と、撮像素子２２の駆動タイミ
ングおよびＡＦＥ２４等における各種信号処理のパルスを発生するタイミングジェネレー
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タ（ＴＧ）２５と、前記送受信アンテナ２７を接続し、前記可撓性導波管５０を介してＡ
ＦＥ２４が出力したデジタル信号をビデオプロセッサ３における画像処理部との間で送受
信するための送受信回路２６と、撮像素子２２の動作を制御する図示しない制御部と、を
有する。
【００４５】
　前記送受信回路２６は、いわゆるＭＭＩＣ（monolithic microwave integrated circui
t；モノシリックマイクロ波集積回路）により形成される、ミリ波・サブミリ波通信回路
である。
【００４６】
　また前記ドライバＩＣ２３は、本実施形態においては、前記アナログフロントエンドＡ
ＦＥ２４、タイミングジェネレータＴＧ２５、送受信回路２６等の各回路が全てシリコン
ＣＭＯＳプロセスにより作成され、十分に小型化されている。
【００４７】
　また、撮像素子２２とドライバＩＣ２３とは、セラミック基板２８を介して接続され、
また、当該セラミック基板２８（図３等参照）にはコンデンサ２９等の複数の受動部品が
搭載されている。
【００４８】
　一方、ビデオプロセッサ３は、内視鏡２における前記撮像ユニット２０から出力される
画像信号に対して所定の画像処理を施す前記画像処理部としての画像信号処理回路３１と
、内視鏡２における撮像素子２２等に対して供給するための電源を生成する電源供給回路
３２と、前記可撓性導波管５０を介して内視鏡２における撮像ユニット２０と所定の信号
の送受信を行うための送受信回路３３と、送受信回路３３に接続された送受信アンテナ３
４と、を備える。
【００４９】
　なお、前記画像信号処理回路３１は、撮像素子２２およびドライバＩＣ２３を制御する
ための制御信号（例えば、クロック信号、同期信号等）を生成し、前記撮像素子２２およ
びドライバＩＣ２３に向けて送出する。
【００５０】
　なお、ビデオプロセッサ３における前記送受信回路３３も、前記送受信回路２６と同様
に、いわゆるＭＭＩＣ（monolithic microwave integrated circuit；モノシリックマイ
クロ波集積回路）により形成される。
【００５１】
　また、図２に示すように、内視鏡２における前記挿入部６、操作部７およびユニバーサ
ルコード８内には、上述したように信号伝送路としての前記可撓性導波管５０が内設され
るが、これらユニバーサルコード８等の内部には前記可撓性導波管５０と並行して、各種
信号線が配設される。
【００５２】
　すなわち、ユニバーサルコード８内には、図２に示すように、ビデオプロセッサ３にお
ける画像信号処理回路３１から供給される各種制御信号を伝送する制御信号線４１、電源
供給回路３２から供給される電源を伝送する電源線４２およびグランド線（ＧＮＤ線）４
３が、それぞれ配設される。
【００５３】
　そして、内視鏡２における撮像素子２２およびドライバＩＣ２３における前記各回路に
は、前記制御信号線４１を介して所定の制御信号（例えば、クロック信号、同期信号等）
が供給されるようになっている。
【００５４】
　同様に、内視鏡２における前記撮像素子２２およびドライバＩＣ２３における前記各回
路には、前記電源線４２およびグランド線（ＧＮＤ線）４３を介して、ビデオプロセッサ
３の電源供給回路３２から電源が供給されるようになっている。
【００５５】
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　＜可撓性導波管および送受信回路並びに撮像ユニットについて＞
　次に、本実施形態にかかる内視鏡システムにおける導波路（可撓性導波管）および送受
信回路、並びにこれらの周辺回路（撮像ユニット等）について説明する。
【００５６】
　本発明は、誘電率の高さ、誘電正接の小ささ、適切な可撓性の３条件を適切に満たす誘
電体混合材料を含みミリ波領域（サブミリ波を含む）で用いる可撓性導波管、当該可撓性
導波管を有する画像伝送装置、当該可撓性導波管を有する内視鏡、および、内視鏡システ
ムを提供する。
【００５７】
　また、本発明は、当該内視鏡における撮像部とビデオプロセッサにおける画像処理部と
を結ぶ信号伝送方式として従来用いられてきた、リードワイヤによる信号伝送方式および
光ファイバによる信号伝送方式に代わり、ミリ波またはサブミリ波（おおよそ３０～６０
０ＧＨｚの周波数を有する電波）を通す導波路（可撓性導波管）による信号伝送方式を新
たに提案するものでもある。
【００５８】
　なお、本実施形態においてミリ波、サブミリ波は、ミリからサブミリオーダ（０．５～
１０ｍｍ程度）の波長をもつ電波を指すものとする。
【００５９】
　図２に示すように、撮像ユニット２０は、挿入部６の最先端に配設された先端硬性部１
０において、被検体像を入光する撮像光学系２１の後方に配設される。また、撮像ユニッ
ト２０は、上述したように、被検体像を撮像して光電変換により所定の画像信号を出力す
る撮像素子２２等を含むとともに、当該撮像ユニット２０からは挿入部基端側に向けて導
波路（可撓性導波管）５０が延設されるようになっている。
【００６０】
　また撮像ユニット２０は、上述したように、撮像光学系２１が集光した光を受光して電
気信号に光電変換する前記撮像素子２２と、撮像素子２２の近傍基端側に配設され、当該
撮像素子２２を駆動すると共に撮像素子２２から出力された撮像信号に所定の処理を施す
ドライバＩＣ２３と、ドライバＩＣ２３の基端側に設けられ、可撓性導波管５０を介して
信号の送受信をするための送受信アンテナ２７と、を有する。
【００６１】
　ドライバＩＣ２３は、上述したように、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）２４、タイ
ミングジェネレータ（ＴＧ）２５、送受信回路２６および図示しない制御部等を有するが
、撮像素子２２とはセラミック基板２８を介して接続されるようになっている。
【００６２】
　＜可撓性導波管の構成＞
　図３は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を示した要部拡大
斜視図であり、図４は、第１の実施の形態の可撓性導波管および撮像ユニットの構造を一
部断面にて示した要部拡大斜視図である。また、図５は、第１の実施の形態の可撓性導波
管に係る構成を示した要部拡大斜視図であり、図６は、第１の実施の形態の可撓性導波管
における長手方向に垂直な方向の断面を示した要部拡大断面図である。
【００６３】
　前記ドライバＩＣ２３の基端側には、図３、図４に示すように、前記ドライバＩＣ２３
のパッケージに一体化された前記送受信アンテナ２７を挟んで、ミリ波またはサブミリ波
を通す前記可撓性導波管５０の先端部が接続されている。
【００６４】
　この可撓性導波路５０（以下、導波管５０とも記す）は、可撓性を有し、先端硬性部１
０に配設された前記ドライバＩＣ２３にその先端側が接続された後、挿入部６の基端側に
向けて延出されるようになっている。
【００６５】
　より詳しくは、可撓性導波管５０は、挿入部６においてドライバＩＣ２３よりさらなる
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基端側、すなわち、先端硬性部１０における前記ドライバＩＣ２３の配設箇所より基端側
部をはじめ、より基端側の前記湾曲部９および可撓管部を含めた挿入部６の内部を挿通し
た後、操作部７内部およびユニバーサルコード８の内部を挿通し、ビデオプロセッサ３に
至る位置に配設されるようになっている。
【００６６】
　なお、前記可撓性導波管５０の基端側は、ユニバーサルコード８の一端に設けたコネク
タにおける変換を経てビデオプロセッサ３に接続されるものであってもよい。
【００６７】
　前記可撓性導波管５０は、撮像ユニット２０とビデオプロセッサ３における前記画像処
理部（画像処理回路３１）とを結ぶ信号伝送路であって、少なくとも一部がミリ波または
サブミリ波を伝搬する導波路である。
【００６８】
　＜可撓性導波管における内部誘電体および外部導体＞
　また、本実施形態において前記可撓性導波管５０は、長手方向に誘電率が均一、かつ、
長手方向に断面が同一形状を呈する線状の内部の誘電体を有する。
【００６９】
　前記内部誘電体は、本実施形態においては図５、図６に示すように、長手方向に垂直な
断面において相対的に内側に位置する第１の誘電体５１と、長手方向に垂直な断面におい
て前記第１の誘電体５１より外側に位置し（かつ、本実施形態においては、第１の誘電体
５１の外周部の全周を覆うように配置され）、前記第１の誘電体５１よりも低い誘電率を
備える第２の誘電体５２と、を有する。
【００７０】
　また、本実施形態は、前記誘電体（第１の誘電体５１および第２の誘電体５２）の外周
を覆う位置に配設され、可撓性を有する筒状により形成された金属層である外部導体５３
を有する。
【００７１】
　また、前記第１の誘電体５１は、長径と短径との比率が長手方向において一定となる断
面形状を有し、前記第２の誘電体５２は、前記第１の誘電体５１と前記金属層である外部
導体５３との間に挟まれる領域に配設されることを特徴とするものである。
【００７２】
　因みに、本実施形態において、「誘電率が均一」とは、導波管内部を伝搬する電波（ミ
リ波またはサブミリ波）の波長オーダーの寸法でみたときに均一であることを意味するも
のである。すなわち、波長オーダーよりも１～２桁以上寸法の異なる構造による誘電率分
布は、導波管内部を伝搬する電波には影響を与えないため、本実施形態においては、これ
を含めて誘電率が均一と表現している。
【００７３】
　なお、後述するように本実施形態においては母材である樹脂材料（例えばＰＴＦＥ等の
無極性樹脂）と結晶材料（例えばαアルミナ等の誘電損失の小さい結晶材料を粉末化した
もの）とを混合した誘電体混合材料の利用を想定するが、この場合には混合される誘電体
材料は前記波長よりも遥かに小さい。これにより、樹脂材料と結晶材料の誘電率の違い、
または、微細な構造は導波管内部の電波に影響を与えず、平均した誘電率のみが伝送特性
に影響する。
【００７４】
　図５および図６に戻って、本実施形態において第１の誘電体５１および第２の誘電体５
２の比誘電率は、それぞれ、
　第１の誘電体５１については、比誘電率εｒ１＝４．５
　第２の誘電体５２については、比誘電率εｒ２＝１．４
　に設定される。このように、本実施形態において第１の誘電体５１の比誘電率εｒ１は
３以上に設定され、第２の誘電体５２の比誘電率εｒ２は、２以下に設定される。
【００７５】
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　また、第１の誘電体５１および第２の誘電体５２における長手方向に垂直な断面形状は
、それぞれ以下のとおりである。
【００７６】
　まず、第１の誘電体５１は長辺と短辺とを有する矩形形状を呈し、それぞれ、
　長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　に設定される。
【００７７】
　また、第２の誘電体５２は、前記第１の誘電体５１の外周部を覆う筒状であって、その
内側に第１の誘電体５１の中心を配し、
　その内周部は、長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　その外周部は、長径ａ２＝２．１３ｍｍ、短径ｂ２＝１．２４ｍｍ
　に設定される。
【００７８】
　さらに、外部導体５３は、第２の誘電体５２の外周部に密着して覆うように配設され、
その内周面は平坦であり、導電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍに設定される。また、
本実施形態において外部導体５３は、一定の可撓性を得るために十分に薄い金属層により
構成されるようになっている。
【００７９】
　なお、図５および図６においては、外部導体５３は所定の厚みを持って表現されている
が、上述したように、図面は模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の
比率等は現実とは異なり、すなわち、当該外部導体５３は、実際には上述したように十分
に薄い金属層により構成されることを附言する。
【００８０】
　＜第１の誘電体５１および第２の誘電体５２の特徴＞
　次に、本実施形態の可撓性導波管５１の内部に配設される、内部誘電体を構成する第１
の誘電体５１および第２の誘電体５２の特徴（効果）について説明する。
【００８１】
　本実施形態の可撓性導波管５０において前記第１の誘電体５１は、上述したように、長
径と短径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有する。すなわち、長手方向
に安定して長径と短径との比率が一定した断面形状が延出されることとなり、当該誘電体
内部を伝送する電波の伝送モードが安定する。
【００８２】
　なお、当該第１の誘電体５１における長径と短径との関係に加えて第２の誘電体５２に
おける長径と短径との関係、さらには、比誘電率とこれら長径および短径との関係につい
て特徴を有するが、係る点については後に詳述する。
【００８３】
　さらに可撓性導波管５０は、上述したように、第１の誘電体５１において長手方向に安
定して長径と短径との比率が一定した断面形状が延設されることにより、外部から印加さ
れる外力により導波管自体が曲折されたとしても当該曲折に起因する伝送損失の増大が抑
えられ、結果として伝送損失量が安定するという効果を奏する。
【００８４】
　一方、上述したように、本実施形態において第２の誘電体５２は、第１の誘電体５１の
外周部の全周を覆うように配設され、かつ、第１の誘電体５１と金属層である外部導体５
３とに挟まれる領域に配設されることを特徴とする。
【００８５】
　ここで、上述したように、第２の誘電体５２は第１の誘電体５１よりも低い誘電率を備
える、すなわち、第１の誘電体５１の誘電率が第２の誘電体５２の誘電率よりも高いこと
から、かつ、第２の誘電体５２は、第１の誘電体５１の外周部の全周を覆うように配置さ
れることから、可撓性導波管５０内を伝送する電磁波のエネルギーを第１の誘電体５１に
閉じ込めることができる。
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【００８６】
　その結果、本実施形態の可撓性導波管５０においては、金属層である外部導体５３体に
起因する伝送損失の発生を抑えることができる（この点については、当該第１の実施形態
に加え、第２、第３の実施形態を参照）。
【００８７】
　＜第１の誘電体５１の具体的な構成例＞
　次に、本実施形態において第１の誘電体５１の構成について具体的に説明する。
【００８８】
　まず、本実施形態において第１の誘電体５１は、第２の誘電体５２よりも高い誘電率を
有する誘電性結晶と空気とを少なくとも含んで構成される。
【００８９】
　具体的に第１の誘電体５１は、無極性樹脂（母剤）と結晶粉末とに加え気孔（空気）を
混合して形成される誘電体混合材料により構成される。より具体的には、第１の誘電体５
１の内部に気孔および結晶粉末を含みながら無極性樹脂を網目状に結びつけて構成される
。
【００９０】
　一般に結晶材料は無極性樹脂よりも高い誘電率を有する。このため、本実施形態の第１
の誘電体５１は、上述したように無極性樹脂に結晶粉末を混合することにより、より高い
誘電率を安定して得ることができる。
【００９１】
　さらに、上述したように第１の誘電体５１は、内部に気孔および結晶粉末を含みながら
無極性樹脂を網目状に結びつけるように構成したので、自らの断面形状を維持しつつ、適
切な可撓性を有することができる。
【００９２】
　すなわち、本実施形態における第１の誘電体５１は、上述したように断面形状を維持し
易く、伝送モードを安定させることができるという効果を奏する。
【００９３】
　なお、本実施形態において可撓性導波管５０の曲折作用に伴って第１の誘電体５１が曲
げられる場合、同第１の誘電体５１は、可撓性を得るに伴い生じる弾力性に因ってその断
面形状は滑らかに変化しうる。
【００９４】
　ここで、この断面形状の変化が、波長程度（正確には波長の１／４）よりも大きい長さ
において滑らかに発生する場合には、波の反射または散乱は抑えられ、波の伝送に影響を
与えない。これは、例えば、特許第５８２６４６３号明細書に開示されるような反射防止
構造体における考え方と同一である。
【００９５】
　したがって、可撓性導波管５０に係る曲折作用により、第１の誘電体５１における断面
形状の「変化」が生じたとしても、当該「変化」が上述の如き波長の１／４よりも大きい
長さにおいて滑らかに発生する限り、本発明においてはこの「変化」を「断面形状の変化
」とは捉えず、「断面形状は同一形状を保っている」、換言すれば、「断面が同一形状」
であることを維持していると解釈する。
【００９６】
　＜第２の誘電体５２の具体的な構成例＞
　次に、本実施形態において第２の誘電体５２の構成について具体的に説明する。
【００９７】
　まず、本実施形態において第２の誘電体５２は、少なくとも無極性の樹脂と、空気を含
んで構成される。
【００９８】
　具体的に第２の誘電体５２は、無極性樹脂と気孔（空気）とを有して形成される誘電体
混合材料により構成される。すなわち、無極性樹脂に気孔（空気）を含むことで、第２の
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誘電体として必要な低い誘電率を実現することができる。
【００９９】
　一般に無極性樹脂は分子を構成する原子同士の結びつきが強い材料であり、これにより
、誘電正接ｔａｎδが小さく、導波管の内部に配する誘電体の構成材料として好適である
。またこの特質は、機械的には「硬い」材料が多いことも同時に示しており、このままの
状態では可撓性を得ることが難しいと考えられる。
【０１００】
　このような特質を有する材料に有効な可撓性を付与するためには、樹脂の結合を弱める
必要があるが、本実施形態の第２の誘電体５２においては気孔（空気）の存在が樹脂の結
合を弱めることに寄与する。
【０１０１】
　すなわち、本実施形態における第２の誘電体５２は、無極性樹脂の内部に気孔を含むが
故に、当該無極性樹脂が網の目のような構造をとることになり、これにより樹脂の結合が
弱まり、断面形状を維持しながらも適切な可撓性を有することができる。
【０１０２】
　＜内部誘電体における比誘電率と、長径および短径との関係について＞
　上述したように、第１の誘電体５１は３を超える比誘電率εｒ１を有し、第２の誘電体
５２は２よりも小さい比誘電率εｒ２を有する。
【０１０３】
　そして本実施形態の内部誘電体、すなわち第１の誘電体５１および第２の誘電体５２は
、当該第１の誘電体５１の長径をａ１、短径をｂ１とし、当該第２の誘電体５２の長径を
ａ２、短径をｂ２とするとき、
　前記比誘電率εｒ１、前記比誘電率εｒ２、前記長径ａ１および前記短径ｂ１、並びに
、前記長径ａ２および前記短径ｂ２の間には、
　{ａ１×√(εｒ１)＋(ａ２－ａ１)×√(εｒ２) } ＞ {ｂ１×√(εｒ１)＋(ｂ２－ｂ

１)×√(εｒ２)}
　の関係式が成り立つように設定される。
【０１０４】
　ここで、上記関係式は、可撓性導波管５０を伝搬する波から見たときの導波管長径、短
形方向の長さの関係を示す。
【０１０５】
　また、上式において左辺は、第１の誘電体５１の長径方向の「導波管を伝搬する電磁波
からみたときの長さ（波長短縮率を考慮したときの長さ）」であり、第１の誘電体５１の
長径長さに波長短縮率（εｒ１の平方根）を掛けた値と、第２の誘電体５２の前記長径方
向成分長さに波長短縮率（εｒ２の平方根）を掛けた値の和で表される。
【０１０６】
　同じく上式において右辺は、同短径方向の「導波管を伝搬する電磁波から見たときの長
さ」であり、第１の誘電体５１の短径長さに波長短縮率（εｒ１の平方根）を掛けた値と
、第２の誘電体５２の前記長径方向成分長さに波長短縮率（εｒ２の平方根）を掛けた値
の和で表される。
【０１０７】
　すなわち上式は、可撓性導波管５０の導波管内径について、第１の誘電体５１の長径方
向の波長短縮率を考慮したときの長さは、同短径方向の長さよりも大きい必要があること
を示している。
【０１０８】
　本発明者は、導波管の伝送モードが安定し、伝送損失の増大が抑えるためには、第１の
誘電体において、長径と短径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有するこ
とに加えて、上記関係を満たすことが必要であることを見出した。
【０１０９】
　＜第１の実施形態の可撓性導波管５０に係る伝送損失＞
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　次に、上述の如き構成される本第１の実施形態の可撓性導波管５０の伝送損失について
、比較例（第１比較例）を設定し当該比較例と比較することで当該実施形態にかかる伝送
損失の優良性について説明する。
【０１１０】
　図５、図６は、上述したように、第１の実施の形態の可撓性導波管に係る構成を示した
要部拡大斜視図、要部拡大断面図である。また、図７は、第１の実施の形態に対応する第
１比較例の導波管の構成を示した要部拡大斜視図であり、図８は、第１の実施の形態に対
応する第１比較例の導波管における長手方向に垂直な方向の断面を示した要部拡大断面図
である。
【０１１１】
　さらに、図９は、第１の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面を示した
要部断面図であり、図１０は、第１の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断
面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。また、図１１は、第１の実施の形態に
対応する第１比較例の導波管における長手方向の縦断面を示した要部断面図であり、図１
２は、第１の実施の形態に対応する第１比較例の導波管における長手方向の縦断面の位置
を拡大して示した要部拡大断面図である。
【０１１２】
　本第１の実施形態の可撓性導波管５０に係る伝送損失を求めるにあたり、図９、図１０
に示すように、長さ２０ｍｍの方形導波管のシミュレーションモデルを想定した。なお、
図１０は、図９における一部（符号５５で示す）を拡大して示した図である。
【０１１３】
　このシミュレーションモデル（以下、第１の実施形態に係るシミュレーションモデルを
第１シミュレーションモデルとする）は、上述したように長さ２０ｍｍの方形導波管であ
って内部には所定の誘電体を配置するものとする。
【０１１４】
　ここで当該内部の誘電体は、上述した本第１の実施形態に係る内部誘電体と同等の比誘
電率および形状をなすものとする。
【０１１５】
　すなわち、図５、図６に示す第１の実施形態の可撓性導波管５０と同様に、当該第１シ
ミュレーションモデルにおいて第１の誘電体５１は、比誘電率εｒ１＝４．５とし、断面
の矩形形状における各辺は、長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍの方形断
面を有するものとする。
【０１１６】
　また、第１シミュレーションモデルにおいて第２の誘電体５２は、比誘電率εｒ２＝１
．４とし、外周部の長径ａ２＝２．１３ｍｍ、短径ｂ２＝１．２４ｍｍとする。さらに、
第２の誘電体５２の内側は、第１の誘電体５１を中心に配した方形断面を有するものとす
る。
【０１１７】
　さらに、第１シミュレーションモデルにおいて外部導体５３は、第２の誘電体５２の外
側に密着するように配設されており、その内周面は平坦であり、かつ、その導電率は純銅
相当の５９×１０６Ｓ／ｍとした。
【０１１８】
　一方、図７、図８（および図１１、図１２）に示すように、第１比較例に係る可撓性導
波管のシミュレーションモデル５０Ｃは、上記同様に、長さ２０ｍｍの方形導波管のシミ
ュレーションモデルを採用し、内部に誘電率分布を持たない均一な誘電体５１Ｃを配する
ものとした。
【０１１９】
　そして、当該シミュレーションモデル５０Ｃにおいてその内部に配した誘電体５１Ｃは
、当該第１の実施形態における第１の誘電体５１と同じ比誘電率に設定し、また、同等の
形状を呈するものとする。
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【０１２０】
　さらに、当該シミュレーションモデル５０Ｃにおいて前記誘電体５１Ｃの外側には、当
該誘電体５１Ｃの外周面に密着するように外部導体５３Ｃを配設した。この外部導体５３
Ｃも第１の実施形態における前記外部導体５３と同様に、内周面は平坦であり、かつ、導
電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍとした。
【０１２１】
　なお、ここで用いた誘電体に係る誘電正接ｔａｎδは、すべてゼロに設定した。これに
より、当該シミュレーションモデルにおいて発生する伝送損失は内部誘電体に起因するも
のではなく、外部導体の影響に拠るものであると想定される。また、使用したシミュレー
タはＡＮＳＹＳ社のＨＦＳＳであり、解析誤差（ΔＳ）は０．０１とした。
【０１２２】
　図１３は、第１の実施の形態と第１比較例とにおける伝送損失量のシミュレーション結
果を示す図である。
【０１２３】
　図１３に示すシミュレーション結果からも示されるように、第１比較例に対して本第１
の実施形態の可撓性導波管５０は、伝送損失量を低減できていることがわかる。すなわち
、第１の実施形態の可撓性導波管５０によれば、外部導体５３の電気抵抗に起因する伝送
損失を低減することができる。
【０１２４】
　なお、今回のシミュレーションでは、第１シミュレーションモデルに係る第１の誘電体
および第２の誘電体の比誘電率、並びに、誘電体に係る寸法については、上述の如き仮に
設定した。すなわち、第１の実施形態における第１の誘電体５１および第２の誘電体５２
と同等に設定した。
【０１２５】
　しかしながら上述したシミュレーションの結果は、当該設定された比誘電率に限らずと
も得ることができる。また、当該シミュレーションモデルにおいて、誘電体に係る寸法に
ついては、ミリ波帯において透過帯（伝送帯）を得るように設定したが、本実施形態の効
果は、ミリ波帯に限らずとも得ることができる。
【０１２６】
　ただし、本実施形態が効果を及ぼす外部導体の悪影響は、ミリ波帯以上の周波数帯域に
おいて顕著となるため、ミリ波帯を超える周波数帯（ミリ波帯、サブミリ波帯、またはそ
れ以上の周波数帯域）において特に高い効果を得ることができる。
【０１２７】
　以上説明したように、本第１の実施形態の可撓性導波管によると、ミリ波（サブミリ波
を含む）以上の周波数の電波を伝送する導波管において適切な可撓性と優れた伝送特性と
を両立する導波管、導波管を有する内視鏡および内視鏡システムを提供することができる
。
【０１２８】
　＜内部誘電体（第１の誘電体５１および第２の誘電体５２）の変形例＞
　次に、第１実施形態における内部誘電体（第１の誘電体５１、第２の誘電体５２）に係
るいくつかの変形例について説明する。
【０１２９】
　（第１変形例）
　当該第１変形例は、第１の誘電体が結晶を主成分とした糸を編んで構成されることを特
徴とする。ここで、この「結晶を主成分とした糸」としては、例えばアルミナ長繊維（製
品名ニチビアルフ（株式会社ニチビの登録商標））が採用される。
【０１３０】
　具体的に当該第１変形例では、このアルミナ長繊維を長方形断面となるように編み上げ
て形成する。すなわち当該第１変形例に係る第１の誘電体５１は、糸（誘電性結晶）と糸
の隙間（空気）から成ることを特徴とする。
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【０１３１】
　ただし、特許第４７２４８４９号明細書（上記特許文献１）に記載する技術に対して上
記指摘したように、糸を編んだだけでは断面形状が完全には安定せずに伝送損失の増加を
引き起こす虞がある。
【０１３２】
　このため当該第１変形例においては、第１の誘電体５１と外部導体５３とに挟まれる領
域に、例えば無極性樹脂の押出し成形品から成る第２の誘電体５２を配設し、当該第１の
誘電体５１の断面形状を維持する必要がある。
【０１３３】
　なお、第１変形例において使用された結晶を主成分とした糸は、その断面径が前記波長
よりも遥かに小さく、これにより糸の配置に拠る微細な構造は導波管内部の電波に影響を
与えない。すなわち、平均した比誘電率のみが伝送特性に影響し、第１の誘電体５１とし
て比誘電率が均一な状態を実現している。
【０１３４】
　また、第１変形例において第１の誘電体５１を構成する糸は、厳密にはその断面形状が
変化しうるといえるが、前述したようにその断面形状の変化が波長の１／４よりも長い距
離において滑らかに生じるならば、波の反射や散乱は抑えられ、波の伝送に影響を与えな
い。すなわち、本第１変形例における第１の誘電体５１で発生しうる断面形状の変化は、
その変化が波長の１／４よりも長い距離において滑らかに生じることを条件に、長手方向
に断面形状が同一と考える（以下、他の変形例においても同様に適用できる）。
【０１３５】
　（第２変形例）
　当該第２変形例は、第１の誘電体が結晶粉末のみから構成されることを特徴とする。な
お、当該第２変形例に係る第１の誘電体５１は、上述した第１変形例と同様に、当該第１
の誘電体５１の断面形状を維持することができるように、例えば無極性樹脂の押出し成形
品から成る第２の誘電体５２を第１の誘電体５１と外部導体５３とに挟まれる領域に配設
することを前提とするものである。
【０１３６】
　具体的に第２変形例に係る第１の誘電体５１を覆う第２の誘電体５２は、長手方向に垂
直な方向の断面において、その内周面が一定の比率を有する長径と短径とにより構成され
るチューブ状を呈する。そして、当該第２変形例に係る第２の誘電体５２は、結晶粉末の
みから成る誘電体により構成される第２変形例に係る第１の誘電体５１の外周を覆うよう
に配設される。
【０１３７】
　換言すると、第２変形例に係る第１の誘電体５１は、その内周面が一定の比率を有する
長径と短径とにより構成される断面形状を有するチューブ状の第２の誘電体５２の内部に
、結晶粉末を密に配設することで形成されるようになっている。
【０１３８】
　（第３変形例）
　当該第３変形例は、第２の誘電体が無極性樹脂から成る糸を編んで形成されることを特
徴とする。ここで「無極性樹脂から成る糸」としては、たとえば純フッ素樹脂糸（製品名
ハステックス（株式会社ハステックスの登録商標）が採用される。
【０１３９】
　当該第３変形例においては、この無極性樹脂から成る糸を第１の誘電体５１の周囲に編
みあげて形成する。すなわち第４変形例に係る第２の誘電体は、無極性樹脂から成る糸と
その隙間にある空気により構成されることとなる。
【０１４０】
　なお、当該第３変形例は、無極性樹脂から成る糸である第２の誘電体が編み上げられる
第１の誘電体として、上述した第１の実施形態に係る第１の誘電体５１と同様に断面形状
を維持することができる誘電体を配することを前提とする。
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【０１４１】
　上述したように、本第１の実施形態の第１の誘電体５１は、内部に気孔および結晶粉末
を含みながら無極性樹脂を網目状に結びつけるように構成したので、高い誘電率を得やす
いことに加え、自らの断面形状を維持しつつ、適切な可撓性を有することができる。
【０１４２】
　これに対して、まず、第１変形例に係る第１の誘電体５１は、第２の誘電体５２により
当該第１の誘電体５１の形状を維持することができ、製造性と可撓性に優れた芯材を得る
ことができる。
【０１４３】
　また、第２変形例に係る第１の誘電体５１は、第１実施形態および第１変形例に係る第
１の誘電体５１に比べると可撓性および取り扱い性が劣るが、構成として単純であり、低
コスト化を実現することができる。
【０１４４】
　また、第３変形例に係る内部誘電体は、第１の誘電体において断面形状を維持すること
を前提とするものの、第１の実施形態に比してより製造性に優れている。
【０１４５】
　また本第１の実施形態によれば、有線のミリ波（サブミリ波を含む）通信経路（導波路
）を通じた高い信頼性での信号伝送が可能であり、画像情報の伝送速度としても、フルハ
イビジョンを大きく超える高精細画像を実用的なフレームレートによって送信可能である
。
【０１４６】
　ここで本実施形態における可撓性導波管５０の太さはミリオーダーであり、また、送受
信アンテナ２７および送受信アンテナ３４が可撓性導波管５０の寸法範囲にあれば効率の
良い通信が可能であるため、導波路とアンテナの接続は容易に行なうことができる。
【０１４７】
　また、撮像素子２２からの画像情報を処理し、信号伝送を行なうドライバＩＣ２３は、
上述したようにアナログフロントエンド部、タイミングジェネレータ部、送受信回路が全
てシリコンＣＭＯＳプロセスにより作成され、十分に小型化されている。
【０１４８】
　この中でも、送受信回路２６および送受信回路３３がモノシリックマイクロ波集積回路
（ＭＭＩＣ）により構成されることから回路の小型化に寄与している。
【０１４９】
　このようにドライバＩＣ２３の小型化を実現した結果、フルハイビジョン画像信号の高
い信頼性での伝送と、先端部の小型化を両立することを可能としている。
【０１５０】
　さらに、導波管の利用により、撮像ユニット側アンテナから発せられた電波は、導波管
内に閉じ込められる形で伝播するため、拡散などによるロスが最小に抑えられる。すなわ
ち、送信に必要な電力量の最小化をも果たすことができている。
【０１５１】
　なお、本実施形態の内視鏡システムは、上部消化管のビデオ内視鏡システムであること
を前提としたが、撮像ユニットが先端部に配された挿入部と、前記撮像ユニットにおいて
生成された画像信号を処理する画像処理部と、前記撮像ユニットと前記画像処理部とを結
ぶ信号伝送路を有するビデオ内視鏡システムであれば、内視鏡の種類に拠らず上記同様の
効果を得ることができる。
【０１５２】
　すなわち、下部消化管（大腸）用内視鏡など各種の消化管用内視鏡はもちろんのこと、
内視鏡外科手術において用いられる各種外科用内視鏡、パイプ、機械、各種構造物の内部
を観察するための各種工業用内視鏡などにおいて、それぞれ同様の効果を得ることができ
る。
【０１５３】
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　また本実施形態においては、上述したように、撮像ユニット２０の構成として、撮像素
子２２、ドライバＩＣ２３、送受信アンテナ２７およびコンデンサを含み、前記ドライバ
ＩＣ２３はアナログフロントエンド（ＡＦＥ）部２４、タイミングジェネレータ（ＴＧ）
部２５および送受信回路２６を備えるものとしたが、この構成はこれに限らずとも、同様
の効果を得ることができる。
【０１５４】
　たとえば、ドライバＩＣ２３内にあるアナログフロントエンド（ＡＦＥ）部２４、タイ
ミングジェネレータ（ＴＧ）２５部は、撮像素子２２内に含めることも可能であり、この
場合も同様の効果を得ることができる。
【０１５５】
　また内視鏡２側における送受信回路２６およびビデオプロセッサ３側における送受信回
路３３は、いずれもモノシリックマイクロは集積回路（ＭＭＩＣ）として、上述したよう
に回路の小型化において最適な構成としたが、これに拠らずとも、フルハイビジョン画像
信号の高い信頼性での伝送は可能であり、同様の効果を得ることはできる。
【０１５６】
　＜第２の実施形態および第３の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態および第３の実施形態について説明する。
【０１５７】
　本第２の実施形態および第３の実施形態に係る内視鏡システムは、その構成は基本的に
は第１の実施形態と同様であるので、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にとど
め、その他の詳細の説明は省略する。
【０１５８】
　すなわち、本第２の実施形態および第３の実施形態に係る内視鏡システム１は、第１の
実施形態に対して、可撓性導波管における内部誘電体（第１の誘電体５１および第２の誘
電体５２）については同様であるが、可撓性導波管における外部導体の構成を異にするも
のであって、その構成は基本的には第１の実施形態と同様である。
【０１５９】
　また、第２の実施形態および第３の実施形態に係る可撓性導波管は、いずれも、現実的
には図２４または図２５等に示す、可撓性に配慮した形状を呈する外部導体を配した可撓
性導波管を想定したものである。
【０１６０】
　そして、これら第２の実施形態および第３の実施形態に係る可撓性導波管については、
当該現実的な可撓性導波管に係る伝送損失等の電磁気的な物性、または、可撓性等の機械
的な物性をより的確に把握するために、ミリ波（サブミリ波を含む）の電波を伝搬するこ
とを考慮した上で、当該現実的な可撓性導波管における材質、形状等について近似したモ
デルを設定し、当該第２の実施形態および第３の実施形態に係る可撓性導波管とした。
【０１６１】
　以下、第２の実施形態および第３の実施形態に係る可撓性導波管について説明するが、
その材質、形状および伝送損失等の特性は、想定した現実の可撓性導波管に準じたもので
あると附言する。
【０１６２】
　図１４は、本発明の第２の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面を示し
た要部断面図であり、図１５は、第２の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦
断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。また、図１６は、本発明の第３の実
施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面を示した要部断面図であり、図１７は
、第３の実施の形態の可撓性導波管における長手方向の縦断面の位置を拡大して示した要
部拡大断面図である。
【０１６３】
　本第２の実施形態および第３の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、前記ド
ライバＩＣ２３の基端側には、ドライバＩＣ２３のパッケージに一体化された前記送受信
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アンテナ２７を挟んで、ミリ波またはサブミリ波を通す当該第２の実施形態に係る可撓性
導波管１５０（第３の実施形態においては可撓性導波管２５０）の先端部が接続されてい
る。
【０１６４】
　この可撓性導波路１５０（および可撓性導波管２５０）は、第１の実施形態と同様に可
撓性を有し、先端硬性部１０に配設された前記ドライバＩＣ２３にその先端側が接続され
た後、挿入部６の基端側に向けて延出されるようになっている。
【０１６５】
　さらに可撓性導波管１５０（および可撓性導波管２５０）は、第１の実施形態と同様に
、挿入部６においてドライバＩＣ２３よりさらなる基端側、すなわち、先端硬性部１０に
おける前記ドライバＩＣ２３の配設箇所より基端側部をはじめ、より基端側の前記湾曲部
９および可撓管部を含めた挿入部６の内部を挿通した後、操作部７内部およびユニバーサ
ルコード８の内部を挿通し、ビデオプロセッサ３に至る位置に配設されるようになってい
る。
【０１６６】
　また、第２の実施形態に係る可撓性導波管１５０も（第３の実施形態に係る可撓性導波
管２５０も）、第１の実施形態と同様に、撮像ユニット２０とビデオプロセッサ３におけ
る前記画像処理部（画像処理回路３１）とを結ぶ信号伝送路であって、少なくとも一部が
ミリ波またはサブミリ波を伝搬する導波路である。
【０１６７】
　＜可撓性導波管における内部誘電体および外部導体＞
　本第２の実施形態および第３の実施形態においても、可撓性導波管１５０（および可撓
性導波管２５０）は、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に断面が同一形状を呈す
る線状の内部の誘電体を有する。
【０１６８】
　＜第２の実施形態における内部誘電体および外部導体の概略構成＞
　図１４、図１５に示すように、本第２の実施形態の可撓性導波管１５０は、第１の実施
形態と同様の内部誘電体、すなわち、長手方向に垂直な断面において相対的に内側に位置
する第１の誘電体５１と、長手方向に垂直な断面において前記第１の誘電体５１より外側
に位置し（かつ、本第２の実施形態においても第１の誘電体５１の外周部の全周を覆うよ
うに配置され）、前記第１の誘電体５１よりも低い誘電率を備える第２の誘電体５２と、
を有する。
【０１６９】
　なお、図１５は、図１４に示す可撓性導波管１５０における長手方向の縦断面において
符号１５５にて示す位置を拡大して示した要部拡大断面図であり、後述する凹凸形状部１
５４に係る寸法を示す図である。
【０１７０】
　第２の実施形態において前記第１の誘電体５１は、第１の実施形態と同様に、長径と短
径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有し、前記第２の誘電体５２は、前
記第１の誘電体５１と後述する外部導体１５３との間に挟まれる領域に配設される。
【０１７１】
　このように、本第２の実施形態の可撓性導波管１５０は、前記内部誘電体（第１の誘電
体５１および第２の誘電体５２）の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有する略筒状（
後述するように凹凸形状部１５４を形成する）により形成された金属層である外部導体１
５３を有する。
【０１７２】
　＜第３の実施形態における内部誘電体および外部導体の概略構成＞
　一方、図１６、図１７に示すように、本第３の実施形態の可撓性導波管２５０も上記同
様に、第１の実施形態と同様の内部誘電体、すなわち、長手方向に垂直な断面において相
対的に内側に位置する第１の誘電体５１と、長手方向に垂直な断面において前記第１の誘
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電体５１より外側に位置し（かつ、本第３の実施形態においても第１の誘電体５１の外周
部の全周を覆うように配置され）、前記第１の誘電体５１よりも低い誘電率を備える第２
の誘電体５２と、を有する。
【０１７３】
　さらに図１７は、図１６に示す可撓性導波管２５０における長手方向の縦断面において
符号２５５にて示す位置を拡大して示した要部拡大断面図であり、後述する凹凸形状部２
５４に係る寸法を示す図である。
【０１７４】
　第３の実施形態において前記第１の誘電体５１は、第１の実施形態と同様に、長径と短
径との比率が長手方向において一定となる断面形状を有し、前記第２の誘電体５２は、前
記第１の誘電体５１と後述する外部導体２５３との間に挟まれる領域に配設される。
【０１７５】
　このように、本第３の実施形態の可撓性導波管２５０は、上記同様に、前記内部誘電体
（第１の誘電体５１および第２の誘電体５２）の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有
する略筒状により形成された金属層である外部導体２５３を有する。
【０１７６】
　なお、本第２の実施形態および第３の実施形態においても、「誘電率が均一」とは、導
波管内部を伝搬する電波（ミリ波またはサブミリ波）の波長オーダーの寸法でみたときに
均一であることを意味するものである。
【０１７７】
　すなわち、波長オーダーよりも１～２桁以上寸法の異なる構造による誘電率分布は、導
波管内部を伝搬する電波には影響を与えないため、本第２の実施形態および第３の実施形
態においても、これを含めて誘電率が均一と表現している。
【０１７８】
　＜第２の実施形態および第３の実施形態における内部誘電体の比誘電率および形状＞
　本第２の実施形態および第３の実施形態においても、第１の誘電体５１および第２の誘
電体５２の比誘電率は、第１の実施形態と同様に、それぞれ、
　第１の誘電体５１については、比誘電率εｒ１＝４．５
　第２の誘電体５２については、比誘電率εｒ２＝１．４
　に設定される。
【０１７９】
　また、上記第１の実施形態と同様に、本第２の実施形態および第３の実施形態において
も、第１の誘電体５１は長辺と短辺とを有する矩形形状を呈し、それぞれ、
　長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　に設定され、第２の誘電体５２は、前記第１の誘電体５１の外周部を覆う筒状であって
、その内側に第１の誘電体５１の中心を配し、
　その内周部は、長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　その外周部は、長径ａ２＝２．１３ｍｍ、短径ｂ２＝１．２４ｍｍ
　に設定される（図６参照）。
【０１８０】
　＜第２の実施形態および第３の実施形態における外部導体の形状＞
　一方で、本第２の実施形態における外部導体１５３は、上述したように、第２の誘電体
５２の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有する略筒状により形成されるが、当該第２
の誘電体５２の外周部に対向する面である内周面には、長手方向に周期的な構造、例えば
、周期的な凹凸形状を呈する凹凸形状部１５４が形成されるようになっている。
【０１８１】
　より具体的に第２の実施形態の係る外部導体１５３における当該凹凸形状部１５４は、
内周面において周方向の少なくとも一部に（本実施形態においては周方向の全周に亘って
）形成された「溝」である。
【０１８２】
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　また、第３の実施形態における外部導体２５３においても、上述したように、第２の誘
電体５２の外周を覆う位置に配設され、可撓性を有する略筒状により形成されるが、当該
第２の誘電体５２の外周部に対向する面である内周面には、長手方向に周期的な構造、例
えば、周期的な凹凸形状を呈する凹凸形状部２５４が形成されるようになっている。
【０１８３】
　またより具体的に、第３の実施形態においても外部導体２５３における当該凹凸形状部
２５４は、内周面において周方向の少なくとも一部に（本実施形態においては周方向の全
周に亘って）形成された「溝」である。
【０１８４】
　一方、本第２の実施形態および第３の実施形態において前記第２の誘電体５２の外周部
における、前記外部導体１５３（または外部導体２５３）の内周面と対向する面は、平坦
面に形成される。
【０１８５】
　これにより、第２の実施形態における前記凹凸形状部１５４における前記「溝」により
、当該外部導体１５３における内周面と前記第２の誘電体における前記外周面との間には
隙間が形成されることとなる。
【０１８６】
　同様に、第３の実施形態における前記凹凸形状部２５４における前記「溝」についても
、当該外部導体２５３における内周面と前記第２の誘電体における前記外周面との間には
隙間が形成されることとなる。
【０１８７】
　なお、第２の実施形態および第３の実施形態においては、長手方向に「周期的な構造」
として、周期的な凹凸形状を呈する凹凸形状部１５４（凹凸形状部２５４）を想定し、さ
らに凹凸形状部として具体的には「周方向に形成された溝」を想定した。
【０１８８】
　しかしながら、本発明において「周期的な構造」はこれに限らず、広く「可撓性を考慮
した外導体形成方法」によって生じる「周期的な構造」を含むものとする。
【０１８９】
　また、第２の実施形態および第３の実施形態において当該外部導体１５３における外周
面、すなわち、上述した第２の誘電体５２における前記外周面に対向しない外周部の面に
ついては、例えば図１４および図１５においては略平坦な面を形成するものとして表現し
ている。しかしながら、前記外部導体５３の外周面の構成はこれに限らず、十分な可撓性
を得るために必要な構造を有するものであれば、他の構成を形成するものであってもよい
（なお、後述する各比較例についても同様である）。
【０１９０】
　＜第２の実施形態における凹凸形状部１５４の各寸法＞
　ここで、第２の実施形態における凹凸形状部１５４、すなわち、前記「溝」の寸法につ
いて説明する。
【０１９１】
　図１５に示すように、第２の実施形態における前記凹凸形状部１５４について、長手方
向に垂直な方向、すなわち、溝（凹部）の深さ方向の寸法Ｄは、Ｄ＝０．１ｍｍとなって
いる。
【０１９２】
　また、第２の実施形態における前記凹凸形状部１５４について、当該「溝（凹部）」の
長手方向の寸法Ｂは、Ｂ＝０．３３ｍｍであり、かつ、「溝」と「溝」との間隔Ａは、Ａ
＝０．３３ｍｍに設定されるようになっている。
【０１９３】
　すなわち、第２の実施形態における外部導体１５３は、その内周面の全周に亘って、０
．３３ｍｍの間隔で、０．３３ｍｍの溝（凹部）が周期的に形成されることとなる。
【０１９４】
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　換言すれば、上述したように、外部導体１５３の内周面に対向する第２の誘電体５２の
外周面は平坦面に形成されることから、外部導体１５３の内周面と第２の誘電体５２の外
周面との間には、長手方向に０．３３ｍｍの間隔で、０．３３ｍｍの「隙間」が周期的に
形成されるともいえる。
【０１９５】
　＜第３の実施形態における凹凸形状部２５４の各寸法＞
　一方で、第３の実施形態における凹凸形状部２５４、すなわち、前記第３実施形態に係
る「溝」の寸法について説明する。
【０１９６】
　図１７に示すように、第３の実施形態における前記凹凸形状部２５４についても、長手
方向に垂直な方向、すなわち、溝（凹部）の深さ方向の寸法Ｄは、Ｄ＝０．１ｍｍとなっ
ている。
【０１９７】
　一方で、第３の実施形態における前記凹凸形状部２５４において当該「溝（凹部）」の
長手方向の寸法Ｂは、Ｂ＝０．４９ｍｍであり、かつ、「溝」と「溝」との間隔Ａは、Ａ
＝０．４９ｍｍに設定されるようになっている。
【０１９８】
　すなわち、第３の実施形態における外部導体２５３は、その内周面の全周に亘って、０
．４９ｍｍの間隔で、０．４９ｍｍの溝（凹部）が周期的に形成されることとなる。
【０１９９】
　換言すれば、上述したように、外部導体２５３の内周面に対向する第２の誘電体５２の
外周面は平坦面に形成されることから、外部導体２５３の内周面と第２の誘電体５２の外
周面との間には、長手方向に０．４９ｍｍの間隔で、０．４９ｍｍの「隙間」が周期的に
形成されるともいえる。
【０２００】
　なお、第２の実施形態における前記外部導体１５３（および第３の実施形態における前
記外部導体２５３）の導電率は、いずれも、第１の実施形態における外部導体５３と同様
に、純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍに設定される。
【０２０１】
　＜第２および第３の実施形態の可撓性導波管に係る伝送損失＞
　次に、上述の如き構成される第２の実施形態の可撓性導波管１５０および第３の実施形
態の可撓性導波管２５０の伝送損失について、比較例（第２比較例、第３比較例）を設定
し、当該第２比較例、第３比較例に加え上述した第１の実施形態および第１比較例と比較
することで当該第２の実施形態および第３の実施形態にかかる伝送損失の優良性について
説明する。
【０２０２】
　図１８は、第２の実施の形態に対応する第２比較例の導波管における長手方向の縦断面
を示した要部断面図であり、図１９は、第２の実施の形態に対応する第２比較例の導波管
における長手方向の縦断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。また、図２０
は、第３の実施の形態に対応する第３比較例の導波管における長手方向の縦断面を示した
要部断面図であり、図２１は、第３の実施の形態に対応する第３比較例の導波管における
長手方向の縦断面の位置を拡大して示した要部拡大断面図である。
【０２０３】
　本第２の実施形態の可撓性導波管１５０および第３の実施形態の可撓性導波管２５０に
係る伝送損失を求めるにあたり、図１４または図１６に示すように、いずれも長さ２０ｍ
ｍの方形導波管のシミュレーションモデルを想定した。
【０２０４】
　これらシミュレーションモデル（以下、第２の実施形態に係るシミュレーションモデル
を第２シミュレーションモデル、第３の実施形態に係るシミュレーションモデルを第３シ
ミュレーションモデルとする）は、いずれも、上述したように長さ２０ｍｍの方形導波管
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である。
【０２０５】
　すなわち、当該第２、第３シミュレーションモデルの可撓性導波管１５０、可撓性導波
管２５０において第１の誘電体５１は、上述したように、比誘電率εｒ１＝４．５とし、
断面の矩形形状における各辺は、長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍの方
形断面を有するものとする。
【０２０６】
　また、第２、第３シミュレーションモデルにおいて第２の誘電体５２は、上述したよう
に、比誘電率εｒ２＝１．４とし、外周部の長径ａ２＝２．１３ｍｍ、短径ｂ２＝１．２
４ｍｍとする。さらに、第２の誘電体５２の内側は、第１の誘電体５１を中心に配した方
形断面を有するものとする。
【０２０７】
　ここで、第２、第３シミュレーションモデルにおいて外部導体１５３、外部導体２５３
は、上述したようにそれぞれ、凹凸形状部１５４、凹凸形状部２５４が形成された状態で
、第２の誘電体５２の外周面に配設されており、かつ、その導電率は純銅相当の５９×１
０６Ｓ／ｍとした。
【０２０８】
　また、凹凸形状部１５４によって形成される外部導体１５３と第２の誘電体５２との間
の隙間、および、凹凸形状部２５４によって形成される外部導体２５３と第２の誘電体５
２との間の隙間には、いずれも空気（比誘電率εｒＡｉｒ＝１．０、誘電正接ｔａｎδＡ

ｉｒ＝０．０）を配するものとした。
【０２０９】
　一方、図１８、図１９に示すように、第２比較例に係る可撓性導波管のシミュレーショ
ンモデル１５０Ｃは、上記同様に、長さ２０ｍｍの方形導波管のシミュレーションモデル
を採用し、内部に誘電率分布を持たない均一な誘電体５１Ｃを配するものとした。
【０２１０】
　当該シミュレーションモデル１５０Ｃにおいてその内部に配した誘電体５１Ｃは、当該
第２の実施形態における第１の誘電体５１と同じ比誘電率に設定し、また、同等の形状を
呈するものとする。
【０２１１】
　さらに、当該シミュレーションモデル１５０Ｃにおいて前記誘電体５１Ｃの外側には、
当該誘電体５１Ｃの外周面を覆うように外部導体１５３Ｃを配設した。この外部導体１５
３Ｃは第２の実施形態における前記外部導体１５３と同様に、内周面に長手方向に周期的
な凹凸形状部１５４Ｃを形成し、かつ、導電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍとした。
【０２１２】
　ここで当該シミュレーションモデル１５０Ｃにおける凹凸形状部１５４Ｃに係る「溝」
の寸法は、上記第２の実施形態における凹凸形状部１５４同様、溝（凹部）の深さ方向の
寸法ＤがＤ＝０．１ｍｍ、「溝（凹部）」の長手方向の寸法ＢがＢ＝０．３３ｍｍ、「溝
」と「溝」との間隔ＡがＡ＝０．３３ｍｍにそれぞれ設定されるようになっている。
【０２１３】
　一方、図２０、図２１に示すように、第３比較例に係る可撓性導波管のシミュレーショ
ンモデル２５０Ｃは、上記同様に、長さ２０ｍｍの方形導波管のシミュレーションモデル
を採用し、内部に誘電率分布を持たない均一な誘電体５１Ｃを配するものとした。
【０２１４】
　当該シミュレーションモデル２５０Ｃにおいてその内部に配した誘電体５１Ｃは、当該
第３の実施形態における第１の誘電体５１と同じ比誘電率に設定し、また、同等の形状を
呈するものとする。
【０２１５】
　さらに、当該シミュレーションモデル２５０Ｃにおいて前記誘電体５１Ｃの外側には、
当該誘電体５１Ｃの外周面を覆うように外部導体２５３Ｃを配設した。この外部導体２５
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３Ｃは第３の実施形態における前記外部導体２５３と同様に、内周面に長手方向に周期的
な凹凸形状部２５４Ｃを形成し、かつ、導電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍとした。
【０２１６】
　ここで当該シミュレーションモデル２５０Ｃにおける凹凸形状部２５４Ｃに係る「溝」
の寸法は、上記第３の実施形態における凹凸形状部２５４同様、溝（凹部）の深さ方向の
寸法ＤがＤ＝０．１ｍｍ、「溝（凹部）」の長手方向の寸法ＢがＢ＝０．４９ｍｍ、「溝
」と「溝」との間隔ＡがＡ＝０．４９ｍｍにそれぞれ設定されるようになっている。
【０２１７】
　また、その他のシミュレーションモデル形状、およびシミュレーション条件は第１の実
施形態、第１比較例と同一であり、さらに、第１の実施形態～第３の実施形態、および、
第１比較例～第３比較例については、それぞれ同じ基準での比較を行った。
【０２１８】
　図２２は、第１～第３の実施の形態における伝送損失量のシミュレーション結果を示す
図であり、図２３は、第１～第３の実施の形態に対応する第１～第３比較例における伝送
損失量のシミュレーション結果を示す図である。
【０２１９】
　まず、図２３における第２比較例２および第３比較例と第１比較例との比較結果からも
わかるように、そもそも導波管における外部導体の内周面に、長手方向に周期的な凹凸形
状部が存在すると伝送特性が悪化してしまう虞があることがわかる。
【０２２０】
　この現象は、すなわち、導波管における外部導体の内周面に存在する周期的な凹凸形状
部による伝送特性の悪化に関しては、第２の実施形態の可撓性導波管１５０および第３の
実施形態の可撓性導波管２５０においても生じていることが、図２２における第２、第３
実施形態と第１実施形態との比較結果からもわかる。
【０２２１】
　ここで、図２２と図２３とを比較してみると、第２の実施形態の可撓性導波管１５０お
よび第３の実施形態の可撓性導波管２５０における伝送特性の悪化量は、第２比較例およ
び第３比較例に比して大幅に小さいことがわかる。これらいずれの導波管（またはシミュ
レーションモデル）における外部導体の内周面にも、長手方向に周期的な凹凸形状部が存
在するにも拘わらずである。
【０２２２】
　また、第２の実施形態の可撓性導波管１５０および第３の実施形態の可撓性導波管２５
０においては、伝送特性が悪化しているとはいってもその伝送損失量は、第１比較例の伝
送損失量よりも小さいことがわかる。
【０２２３】
　これらの結果から鑑みるに、第２の実施形態の可撓性導波管１５０または第３の実施形
態の可撓性導波管２５０に係る構成によると、たとえ外部導体の内周面に周期的な凹凸形
状部が形成されてしまったとしても、これに起因する伝送損失の悪化を低減することがで
きる。
【０２２４】
　図２４は、第２、第３の実施の形態の可撓性導波管において採用する外部導体の一例を
示した要部拡大正面図であり、図２５は、第２、第３の実施の形態の可撓性導波管におい
て採用する外部導体の他の例を示した要部拡大正面図である。
【０２２５】
　すなわち、可撓性の向上を目した形状を呈する外部導体を採用する可撓性導波管の例と
して、たとえば、図２４に示すように平角銅線（断面が長方形状の銅線）をわずかな隙間
を隔てて２重に巻く導波管５５３Ａ、または、図２５に示すように同じく平角銅線を組み
紐状に編み込む導波管５５３Ｂが想定できる。
【０２２６】
　これら図２４または図２５に示す導波管５５３Ａ、５５３Ｂは、適切な可撓性を得るこ
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とのトレードオフとして、金属層の内部表面に周期的な構造（例えば、凹凸形状）を生じ
てしまい、上述した如き伝送特性の悪化を招く虞がある。すなわち、可撓性に優れた多く
の外導体形成方法では、周期的な凹凸形状を避けることが困難な状況にある。
【０２２７】
　すなわち、上述した第２比較例、第３比較例の例からも明らかなように、これら周期的
な凹凸形状は導波管自体の伝送特性に悪影響を与え、そのままでは実用的な可撓性導波管
を得ることができないという不都合があった。
【０２２８】
　これに対して、上述した第２の実施形態および第３の実施形態に係る可撓性導波管によ
れば、可撓性の向上を目すうえで避けることが困難であった、外部導体に係る凹凸形状部
の影響を劇的に軽減することができる。
【０２２９】
　すなわち、本第２の実施形態および第３の実施形態によれば、可撓性に優れた外部導体
の利用と実用的な伝送特性の実現を両立し、実用的な可撓性導波管を実現することができ
る。
【０２３０】
　なお、上述したシミュレーションの結果は、当該設定された比誘電率，導波管寸法また
は凹凸の大きさに限らずとも得ることができ、広く効果を得ることができる。また、当該
シミュレーションモデルにおいて、誘電体に係る寸法については、ミリ波帯において透過
帯（伝送帯）を得るように設定したが、本実施形態の効果は、ミリ波帯に限らずとも得る
ことができる。
【０２３１】
　ただし、本実施形態が効果を及ぼす外部導体形状（凹凸）の悪影響は、ミリ波帯以上の
周波数帯域において顕著となるため、ミリ波帯を超える周波数帯（ミリ波帯、サブミリ波
帯、またはそれ以上の周波数帯域）において特に高い効果を得ることができる。
【０２３２】
　以上説明したように、本第２の実施形態および第３の実施形態の可撓性導波管によると
、ミリ波（サブミリ波を含む）以上の周波数の電波を伝送する導波管において適切な可撓
性と優れた伝送特性とを両立する導波管、導波管を有する内視鏡および内視鏡システムを
提供することができる。
【０２３３】
　＜第４および第５の実施形態＞
　次に、本発明の第４の実施形態および第５の実施形態について説明する。
【０２３４】
　本第４の実施形態および第５の実施形態に係る内視鏡システムは、いずれもその構成は
基本的には第１の実施形態と同様であるので、ここでは第１の実施形態との差異のみの説
明にとどめ、その他の詳細の説明は省略する。
【０２３５】
　すなわち、本第４の実施形態および第５の実施形態に係る内視鏡システム１は、第１の
実施形態に対して、可撓性導波管における内部誘電体、特に第１の誘電体に対する第２の
誘電体の配設状態を異にするものであって、その構成は基本的には第１の実施形態と同様
である。
【０２３６】
　図２６は、本発明の第４の実施の形態の可撓性導波管における長手方向に垂直な方向の
断面を示した要部拡大断面図であり、図２７は、本発明の第５の実施の形態の可撓性導波
管における長手方向に垂直な方向の断面を示した要部拡大断面図である。
【０２３７】
　また、図２８は、第４の実施の形態における誘電体の誘電損失のシミュレーション結果
を第１比較例と比較して示す図であり、図２９は、第５の実施の形態における誘電体の誘
電損失のシミュレーション結果を第１比較例と比較して示す図である。
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【０２３８】
　＜第４の実施形態の可撓性導波管における内部誘電体＞
　まず、第４の実施形態の可撓性導波管における内部誘電体について説明する。
【０２３９】
　本第４の実施形態の可撓性導波管３５０は、第１の実施形態の可撓性導波管５０と同様
に、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に断面が同一形状を呈する線状の内部の誘
電体を有する。
【０２４０】
　図２６に示すように、第４の実施形態の可撓性導波管３５０における内部誘電体は、第
１の実施形態と同様に、長手方向に垂直な断面において相対的に内側に位置する第１の誘
電体３５１を有する。この第１の誘電体３５１は、第１の実施形態と同様に、長径と短径
とを備える矩形形状の断面を有し、当該長径と短径との比率は長手方向において一定とな
っている。
【０２４１】
　一方、本第４の実施形態においては、前記第１の誘電体３５１の短径（短辺）方向の両
側に（換言すれば、長辺方向に延出するように）、前記第１の誘電体３５１よりも低い誘
電率を備える第２の誘電体３５２が配設されている。
【０２４２】
　また、本第４の実施形態においては、前記第１の誘電体３５１における露出面と第２の
誘電体３５２における外周面とを覆う位置に、可撓性を有する筒状により形成された金属
層である外部導体３５３が配設されている。
【０２４３】
　すなわち、前記第２の誘電体３５２は、前記第１の誘電体３５１と前記金属層である外
部導体３５３との間に挟まれる領域の一部に配設されるともいえる。
【０２４４】
　なお本第４の実施形態においても、「誘電率が均一」とは、導波管内部を伝搬する電波
（ミリ波またはサブミリ波）の波長オーダーの寸法でみたときに均一であることを意味す
るものである。すなわち、波長オーダーよりも１～２桁以上寸法の異なる構造による誘電
率分布は、導波管内部を伝搬する電波には影響を与えないため、本実施形態においては、
これを含めて誘電率が均一と表現している。
【０２４５】
　また本第４の実施形態においても、「断面が同一形状」とは、上述したように断面形状
の変化が波長の１／４よりも長い距離において滑らかに生じる場合を含める。
【０２４６】
　図２６に戻って、本第４の実施形態において第１の誘電体３５１および第２の誘電体３
５２の比誘電率は、それぞれ、
　第１の誘電体３５１については、比誘電率εｒ１＝４．５
　第２の誘電体３５２については、比誘電率εｒ２＝１．４
　に設定される。
【０２４７】
　また、第１の誘電体３５１および第２の誘電体３５２における長手方向に垂直な断面形
状は、それぞれ以下のとおりの寸法を有する。
【０２４８】
　まず、第１の誘電体３５１は長辺と短辺とを有する矩形形状を呈し、長辺側の寸法を長
径ａ１とし、短辺側の寸法を短径ｂ１とすると、それぞれ、
　長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　に設定される。
【０２４９】
　また、第４の実施形態において第２の誘電体３５２は、上述したように、第１の誘電体
３５１の短径（短辺）方向の両側にのみ配設されている。この第２の誘電体３５２の外周
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部であって、前記第１の誘電体３５１の長辺方向に対応した当該第２の誘電体３５２の外
形寸法を長径ａ２とし、前記第１の誘電体３５１の短辺方向に対応した当該第２の誘電体
３５２の外形寸法を短径ｂ２とすると、それぞれ、
　長径ａ２＝１．７７ｍｍ、短径ｂ２＝１．７７ｍｍ
　に設定される。
【０２５０】
　なお、本実施形態においては第２の誘電体３５２は第１の誘電体３５１の短径（短辺）
方向の両側に「のみ」配設するものとしたが、第１の誘電体３５１の長径（長辺）方向の
両側に比して、相対的に、第１の誘電体３５１の短径（短辺）方向の両側に多く配設され
るものであっても、同様の効果を奏するといえる。
【０２５１】
　＜第５の実施形態の可撓性導波管における内部誘電体＞
　次に、第５の実施形態の可撓性導波管における内部誘電体について説明する。
【０２５２】
　本第５の実施形態の可撓性導波管４５０についても、第１の実施形態の可撓性導波管５
０と同様に、長手方向に誘電率が均一、かつ、長手方向に断面が同一形状を呈する線状の
内部の誘電体を有する。
【０２５３】
　図２８に示すように、第５の実施形態の可撓性導波管４５０における内部誘電体は、第
１の実施形態と同様に、長手方向に垂直な断面において相対的に内側に位置する第１の誘
電体４５１を有する。この第１の誘電体４５１は、第１の実施形態と同様に、長径と短径
とを備える矩形形状の断面を有し、当該長径と短径との比率は長手方向において一定とな
っている。
【０２５４】
　一方、本第５の実施形態においては、第４の実施形態とは逆に、前記第１の誘電体４５
１の長径（長辺）方向の両側に（換言すれば、短辺方向に延出するように）、前記第１の
誘電体４５１よりも低い誘電率を備える第２の誘電体４５２が配設されている。
【０２５５】
　また、本第５の実施形態においても、前記第１の誘電体４５１における露出面と第２の
誘電体４５２における外周面とを覆う位置に、可撓性を有する筒状により形成された金属
層である外部導体４５３が配設されている。
【０２５６】
　すなわち、前記第２の誘電体４５２についても、上記同様に、前記第１の誘電体４５１
と前記金属層である外部導体４５３との間に挟まれる領域の一部に配設されているといえ
る。
【０２５７】
　なお本第５の実施形態においても、「誘電率が均一」とは、導波管内部を伝搬する電波
（ミリ波またはサブミリ波）の波長オーダーの寸法でみたときに均一であることを意味す
るものである。すなわち、波長オーダーよりも１～２桁以上寸法の異なる構造による誘電
率分布は、導波管内部を伝搬する電波には影響を与えないため、本実施形態においては、
これを含めて誘電率が均一と表現している。
【０２５８】
　図２８に戻って、本第５の実施形態においても、第４の実施形態と同様に、第１の誘電
体４５１および第２の誘電体４５２の比誘電率は、それぞれ、
　第１の誘電体４５１については、比誘電率εｒ１＝４．５
　第２の誘電体４５２については、比誘電率εｒ２＝１．４
　に設定される。
【０２５９】
　また、第１の誘電体４５１および第２の誘電体４５２における長手方向に垂直な断面形
状も、第４の実施形態と同様の寸法を有する。



(29) JP 2018-99310 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【０２６０】
　すなわち、第１の誘電体４５１についても第１の誘電体３５１と同様に、長辺と短辺と
を有する矩形形状を呈し、長辺側の寸法を長径ａ１とし、短辺側の寸法を短径ｂ１とする
と、それぞれ、
　長径ａ１＝１．７７ｍｍ、短径ｂ１＝０．８９ｍｍ
　に設定される。
【０２６１】
　一方、第５の実施形態においては、第２の誘電体４５２は、上述したように、第１の誘
電体４５１の長径（長辺）方向の両側にのみ配設されている。この第２の誘電体４５２の
外周部であって、前記第１の誘電体４５１の長辺方向に対応した当該第２の誘電体４５２
の外形寸法を長径ａ２とし、前記第１の誘電体４５１の短辺方向に対応した当該第２の誘
電体４５２の外形寸法を短径ｂ２とすると、それぞれ、
　長径ａ２＝２．１３ｍｍ、短径ｂ２＝０．８９ｍｍ
　に設定される。
【０２６２】
　なお、本第５の実施形態においても、第２の誘電体４５２は第１の誘電体４５１の長径
（長辺）方向の両側に「のみ」配設するものとしたが、第１の誘電体４５１の短径（短辺
）方向の両側に比して、相対的に、第１の誘電体４５１の長径（長辺）方向の両側に多く
配設されるものであっても、同様の効果を奏するといえる。
【０２６３】
　さらに、第４の実施形態および第５の実施形態のいずれにおいても、前記第１の誘電体
３５１（４５１）における露出面と第２の誘電体３５２（４５２）における外周面とを覆
う位置に金属層である外部導体３５３または外部導体４５３が配設されるが、いずれの外
部導体についても、その内周面は平坦であり、導電率は純銅相当の５９×１０６Ｓ／ｍに
設定される。
【０２６４】
　＜第４および第５の実施形態の可撓性導波管に係る伝送損失＞
　次に、上述の如き構成される第４の実施形態および第５の実施形態の可撓性導波管の伝
送損失について、上述した比較例（第１比較例）と比較した。
【０２６５】
　図２８は、第４の実施の形態における誘電体の誘電損失のシミュレーション結果を第１
比較例と比較して示す図であり、図２９は、第５の実施の形態における誘電体の誘電損失
のシミュレーション結果を第１比較例と比較して示す図である。
【０２６６】
　図２８に示すように、第４の実施形態の可撓性導波管３５０は、第１比較例のシミュレ
ーションモデルの構成よりも伝送損失量を低減できていることがわかる。すなわち、第４
の実施形態の可撓性導波管３５０における「第２の誘電体が第１の誘電体の短径方向の両
側にのみ配される形態」によっても、第１の実施形態と同じように外部導体に起因する伝
送損失を低減することができる。
【０２６７】
　一方、図２９に示すように、第５の実施形態の可撓性導波管４５０においても、第１比
較例のシミュレーションモデルの構成よりも伝送損失量を低減できていることがわかる。
すなわち、第５の実施形態の可撓性導波管４５０における「第２の誘電体が第１の誘電体
の長径方向の両側にのみ配される形態」によっても、第１の実施形態と同じように外部導
体に起因する伝送損失を低減することができる。
【０２６８】
　一方で、図２８と図２９とを比較すると、第５の実施形態の可撓性導波管４５０につい
ては、周波数特性が低周波側にずれる効果が大きく、第４の実施形態の可撓性導波管３５
０のように広帯域において伝送損失を低減できるわけではないことがわかる。
【０２６９】
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　すなわち、伝送損失の低減効果は、第４の実施形態の可撓性導波管３５０における「第
２の誘電体が第１の誘電体の短径方向の両側にのみ配される形態」と、第５の実施形態の
可撓性導波管４５０における「第２の誘電体が第１の誘電体の長径方向の両側にのみ配さ
れる形態」とで共に得ることはできるが、第４の実施形態の方が、第５の実施形態の形態
に比してより伝送損失の低減効果が大きいといえる。
【０２７０】
　なお、上述したシミュレーションの結果は、上記同様に、当該設定された比誘電率，導
波管寸法または凹凸の大きさに限らずとも得ることができ、広く効果を得ることができる
。また、当該シミュレーションモデルにおいて、誘電体に係る寸法については、ミリ波帯
において透過帯（伝送帯）を得るように設定したが、本実施形態の効果は、ミリ波帯に限
らずとも得ることができる。
【０２７１】
　ただし、本実施形態が効果を及ぼす外部導体形状（凹凸）の悪影響は、上記同様に、ミ
リ波帯以上の周波数帯域において顕著となるため、ミリ波帯を超える周波数帯（ミリ波帯
、サブミリ波帯、またはそれ以上の周波数帯域）において特に高い効果を得ることができ
る。
【０２７２】
　＜第６の実施形態＞
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。
【０２７３】
　上述した第１の実施形態は、上述の如き可撓性導波管５０を内視鏡に適用したが、本第
６の実施形態は、上述の如き可撓性導波管５０を所定の画像信号を伝送する画像伝送装置
に適用するものである。
【０２７４】
　この第６の実施形態に係る画像伝送装置は、第１の実施形態に示されるような内視鏡シ
ステムに限らず、いわゆるＦＨＤ（Full High Definition）を超える４Ｋ／８Ｋ画像に代
表される高精細／大容量の画像信号を伝送可能とする伝送装置であって、換言すれば、基
本周波数が１０ＧＨｚを超えるような高速信号の伝送線路を有する伝送装置である。
【０２７５】
　さらに、本第６の実施形態に係る当該伝送路は、数センチメートル～５メートル程度以
下の長さで５Ｇｂｐｓ以上の通信速度を実現しうるミリ波（サブミリ波を含む）領域で用
いることを想定するものあって、かつ、可撓性を要するものである。
【０２７６】
　上記の第１の実施形態として説明した誘電体混合材料を含む可撓性導波管は、斯様な条
件を要する第６の実施形態の如き画像伝送装置にあっても適切に適用することができる。
【０２７７】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０２７８】
１：内視鏡システム
２：内視鏡
３：ビデオプロセッサ
６：挿入部
７：操作部
８：ユニバーサルコード
１０：先端硬性部
２０：撮像ユニット
２１：撮像光学系
２２：撮像素子
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２３：ドライバＩＣ
２６：送受信回路
２７：送受信アンテナ
３３：送受信回路
３４：送受信アンテナ
４１：制御信号線
４２：電源線
４３：ＧＮＤ線
５０，１５０，２５０，３５０，４５０：可撓性導波管（導波路）
５１，３５１，４５１：第１の誘電体
５２，３５２，４５２：第２の誘電体
５３，１５３，２５３，３５３，４５３：外部導体
１５４，２５４：凹凸形状部
５０Ｃ，１５０Ｃ，２５０Ｃ：導波管のシミュレーションモデル

【図１】 【図２】
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